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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
年
金
に
つ
い
て
の
相
談
、
手
続
き
は
予

約
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
ご
予
約
い
た
だ
く
と
、
相
談
内
容
に
合

っ
た
ス
タ
ッ
フ
が
事
前
に
準
備
の
上
、お
客

様
の
ご
都
合
に
合
わ
せ
て
ス
ム
ー
ズ
に
対

応
で
き
ま
す
。
ご
予
約
は
相
談
希
望
日
の

１
カ
月
前
か
ら
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。

◆
予
約
相
談
の
実
施
時
間
帯

・
月
曜
日
／
午
前
８
時

３０
分
〜
午
後
６
時

・
火
〜
金
曜
日
／
午
前
８
時

３０
分
〜
午

後
４
時

・
第
２
土
曜
日
／
午
前
９
時

３０
分
〜
午

後
３
時

※
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
、
翌
日
以

降
の
開
所
初
日
に
午
後
６
時
ま
で
予

約
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

 
お
電
話
の
際
に
は
、お
手
元
に
年
金
手

帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
も
の

を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。
予
約
状
況
に
よ
っ

て
は
、
希
望
日
・
希
望
時
間
帯
の
ご
予
約

を
お
受
け
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

○
ご
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

【
前
日
ま
で
の
予
約
の
場
合
】

 
予
約
受
付
専
用
電
話

　
蕁

０
５
７
０
―

０
５
―

４
８
９
０

 
受
付
時
間

　
午
前
８
時

３０
分
〜
午
後
５
時

１５
分

 
（
土
日
・
祝
日
休
み
）

【
当
日
の
予
約
の
場
合
】

　
幡
多
年
金
事
務
所

　
蕁

３
４
―

１
６
１
６
（
音
声
案
内
１
↓
２
）

　
皆
さ
ん
の
相
談
を
社
会
福
祉
協
議
会

相
談
員
、
行
政
相
談
委
員
、
人
権
啓
発

係
な
ど
が
受
け
る
相
談
所
を
開
き
ま
す
。

皆
さ
ん
の
心
の
負
担
が
少
し
で
も
軽
く

な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
家
庭
で
の

心
配
ご
と
、
地
域
で
の
も
め
ご
と
、
人

権
侵
害
や
行
政
に
関
す
る
相
談
な
ど
、

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
相
談
の
秘
密
は
必
ず
守
り
、
予

約
不
要
で
料
金
は
無
料
で
す
。
安
心
し

て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
日
時
・
場
所

　
９
月

１３
日
（
金
）
午
前

１０
時
〜
正
午

　
上
田
の
口
集
会
所

　
午
後
１
時

３０
分
〜
午
後
３
時

３０
分

　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
午
後
の
相
談
所
に
は
行
政
書
士
も
い

ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

人
権
啓
発
係

蕁

５
５
―

３
１
１
３

◆
日
時
・
場
所

 
９
月

１２
日
（
木
）

 
午
後
７
時
〜
午
後
８
時

３０
分

 
大
方
あ
か
つ
き
館
レ
ク
チ
ャ
ー
ホ
ー
ル

※
託
児
所
あ
り

◆
講
師
・
演
題

　
内
田
　
美
智
子
さ
ん

　
（
助
産
師
・
思
春
期
保
健
相
談
士
）

「
い
の
ち
を
い
た
だ
い
て
、
つ
な
い

で
、
育
む
こ
と
」

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

人
権
啓
発
係

蕁

５
５
―

３
１
１
３

　
１０
月
１
日
（
火
）
か
ら
７
日
（
月
）
は
、

「
公
証
週
間
」
で
す
。「
公
証
制
度
」
と
は
、

不
動
産
の
売
買
・
金
銭
の
貸
し
借
り
な

ど
の
重
要
な
契
約
を
交
わ
し
た
り
、
遺

言
を
す
る
際
、
法
務
大
臣
の
任
命
す
る

「
公
証
人
」
に
依
頼
し
て
、
法
的
に
特

別
の
証
拠
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
文
書

（
公
正
証
書
）を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、

後
日
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
と
取
引
や
財
産

の
安
全
の
確
保
を
図
る
制
度
で
す
。
下

記
の
日
程
で
、
無
料
の
公
証
相
談
を
開

催
し
ま
す
。

◆
日
時
・
場
所

　
１０
月
５
日
（
土
）
・
６
日
（
日
）

午
前

１０
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
午

後
４
時

中
村
公
証
役
場

（
四
万
十
市
中
村
大
橋
通
６
丁
目
３

番
７
号
 

第
１
と
ら
や
ビ
ル
４
階
）

※
事
前
予
約
制
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
中
村
公
証
役
場　

蕁

３
４
―

１
７
２
８

◆
日
時
・
場
所

 
１０
月
６
日
（
日
）

 
午
前

１０
時
〜
午
後
３
時

 
高
知
地
方
法
務
局
　
本
局

 
（
高
知
市
栄
田
町
２
丁
目
２
番

１０
号

　
高
知
よ
さ
こ
い
咲
都
合
同
庁
舎
）

◆
相
談
内
容

土
地
・
建
物
や
会
社
の
登
記
手
続
、

土
地
の
境
界
、
供
託
、
人
権
、
公
正

証
書
、
無
戸
籍
者
に
関
す
る
相
談

◆
相
談
員

公
証
人
、
司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調

査
士
、
人
権
擁
護
委
員
、
法
務
局
職

員
○
ご
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
地
方
法
務
局 

総
務
課

 
蕁

０
８
８
―
８
２
２
―
３
３
３
１

　
　
　
（
自
動
音
声
案
内
３
↓
３
）

年
金
相
談
は
幡
多
年
金
事
務
所
で

お
気
軽
に

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ご
存
知
で
す
か
　
公
証
制
度

法
務
局
休
日
相
談
所
の
開
設

第
１４
回
黒
潮
町
民
大
学
（
第
１
講
座
）

兼
「
ふ
れ
あ
い
人
権
・
同
和
学
習
会
」

心
配
ご
と
・
困
り
ご
と
、
人
権
・

行
政
相
談
所
の
開
催

人
権
啓
発
コ
ー
ナ
ー


